
減価償却とは 

 減価償却は、高額な機械設備等の経年劣

化が生じる資産の購入費用を、購入した年

にまとめて経費計上するのではなく、使用

可能年数に応じて分割して経費計上するこ

とを言います。耐用年数に応じて毎年経費

計上するのですが、その計算方法は大きく

分けて 2種類あります。毎年一定額を償却

してゆく「定額法」と一定の率をかけて償

却額を決定する「定率法」です。 

2つの計算方法の利点と償却方法届出 

 定額法は毎年同じ金額を償却するので計

算がとてもシンプルです。定率法は序盤の

年の費用計上の方が後半よりも大きい額と

なりますから、初期の節税効果が大きいと

言えます。ただし、計算方法も複雑です。 

 計算をシンプルにしたい、序盤の年に利

益を残したいといった場合は定額法、序盤

の年に経費をより多く計上したい場合は定

率法と、利点も相反するものとなります。 

 建物（平成19年4月1日以後に取得した

もの）・建物付属設備や構築物（平成 28年

4月1日以後に取得したもの）・ソフトウェ

ア等の無形固定資産については定額法しか

利用できませんが、それ以外の有形固定資

産については、定額法・定率法のどちらを

選択しても良いとされています。 

 個人の場合は、定額法 しか利用できな

いもの以外も、定額法を用いて計算するの

が基本ですが「所得税の減価償却資産の償

却方法の届出書」を提出することによって、

定率法を選択することができます。 

 法人の場合は、定額法しか利用できない

もの以外は、定率法を用いて計算するのが

基本となっており、定額法を利用したいも

のについては「減価償却資産の償却方法の

届出書」を提出することによって定額法を

選択することができます。 

法人成りの際にはご注意を 

 償却方法の届出書を出さないと、個人の

時には定額法で計算していた、建物等の定

額法で計算しなければならないもの以外は

法人成りの後には定率法で計算することに

なりますのでご注意ください。 
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減価償却の計算方法 

定額法と定率法 

法人成りした場合、個人

資産の引き継ぎは現物出

資か事業主から法人への

売却処理が必要です。 
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